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現代の企業は，社会的責任の実践を不可避とするのであって，その経営者

は社会的責任指向の経営活動を行なうことを必要とする。かかる経営活動の

遂行にあたって経営者は，社会的責任に関する企業業績を把握し，政策目標

に照らしてその是非を明らかにせねばならない。また，社会の期待に照らし

て企業業績を評価せねばならないのである。これらのことは，社会的責任の

面から企業業績をいかにして測定し評価すべきかという問題を提示する○

ところで，企業活動の社会的影響が増大するに伴い社会のひとびとは企業

の活動状況について知ることを煩うようになってきており，ここから経営者

は社会的責任に関して企業業績を測定し公表していくことを必要とするに至

っている。そして，このことはまた，社会的責任に関する企業業績の測定の

ための適切な方法の展開を要請するのである。

本稿では，社会的責任の見地から行なわれるところの企業業績の評価と公

表の意義について述べたあと，企業業績の測定と評価を扱うところの社会監

査概念について簡単に考察することにしたい。
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第 l節企業業績の評価と公表

社会的責任を指向して経営政策活動を行なう乙とは，社会的責任の見地か

ら企業活動の結果を測定し評価することを含んでいる。かかる評価は政策目

標の実現に向けて企業内のひとびとを導くために，また，将来のより良き経

営政策の策定のために不可欠である o なお，企業活動に対する社会的関心の

増大は企業の活動状況の公表を要請しており，経営者は経営政策活動の結果

をなるべく公表することを必要としている D

( i ) 企業業績の測定と評価

社会的責任に関する企業業績の評価という場合，それはまず，設定された

社会的責任目標に照らして企業活動の結果を測定し評価する乙との意味に用

いられる D 乙の意味の業績評価は，経営計画における目標値の見地から実績

を評価するといういわゆる統制活動に関連しており，企業における乙の程

の評価活動の典型的なものは予算管理における統制過程にみるととができ

るD

社会的責任指向の経営政策活動は，それがいわゆる経営過程の一種とし

て，計画設定から統制にいたる一連の過程によって構成される以上，かかる

業績評価過程を伴うととは当然のことである D 経営者は計画における目標値

を達成するためには，計画と実績とを比較しその差異を把握せねばならず，

差異の原因を明らかにせねばならない。乙のことによってかれは，自己の指

揮下にあるひとびとを目標の達成に向けて，より合理的に動かしうるのであ

るD 社会的責任の達成を目指して企業を運営するためには，経営者がこの

種の業績評価活動を必要とすることは，改めて指摘するまでもないであろ

つD

ところで，変化する社会の期待に対応して企業の存続・成長を計るために

は，経営者は社会がどのような社会的責任の履行をどの程度に企業に期待し

ているかを把握し，かかる期待に照らして企業活動の結果を測定し分析し評

価せねばならない。この種の業績評価は経営者がより社会的責任指向の経営

政策を将来にわたって策定していくために不可欠であるといえるのであっ
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て，企業業績のそのような評価が存在するとき，より社会的責任指向の形で

企業行動の目標，方針，計画が，あるいは経営組織が設定されうることにな

るo かかる業績評価に際しては，過去あるいは現在における企業活動につい

てその結果を眺めるに止まらず，将来の予想される活動結果についてもその

評価が行なわれることが望ましいであろう。

加えて，社会的責任にかなうように，経営者が企業を導きうるためには，

上のような形で社会的責任の見地から企業活動の結果についてその是非を評

価するのみならず，そのような結果の依って生ずる経営政策的原因について

も分析と評価を行なう必要があるo すなわち，経営政策活動のプロセス全般

についてその是非が検討されねばならないのであって，状況把握，政策策

定，組織化，動機づけ，結果の評価といった経営政策過程の諸要素のすべて

にわたってそれらの手続きと内容が十分に社会的責任指向であるかが明らか

にされねばならないのである1)口このような形で経営政策活動の諸過程の評

価がなされるとき，より社会的責任指向の経営政策活動が可能となるといえ

ょう。

(H) 企業業績の公表

近年，実業界において，また社会のさまざまな領域において社会監査なる

概念に対する関心が高まりつつある。社会監査はしばしば企業における社会

的責任実践状況の公表に関連しており，かかる社会監査への関心の増大は，

社会的責任についての企業業績の企業自身による公表を社会が要請しつつあ

ること，ならびに企業はそのような要請に答えることを不可避とされつつあ

る乙とを物語っている D

企業はその社会的責任への社会的関心の増大に伴い，好むと好まざるとに

拘わらず，社会的責任の見地からその業績を測定しその結果を公表していく

ことを必要とするに至りつつある。企業は，社会的に無責任であるという社

会の非難を和らげ，自己へのひとびとの理解を深めるためにも，その活動と

構造を社会に公表していく乙とを迫られているのである D

以上，本節では社会的責任に関する企業業績の評価と公表の必要性を指摘

した。企業が直面する社会的責任の種類は，多様でありかっ流動的である Oま



4 経 営 と 経 済

た，責任のあるものはその数量化が困難である D 加えて，企業がどの程度に

責任の達成を社会から期待されているかは必ずしも明確ではない。乙れらの

ことは，社会的責任に関する企業業績の測定，評価，あるいは公表を困難に

している。それにも拘わらず，企業が直面する多様な責任について企業業績

を測定し評価することが，ならびに企業業績を公表することが，現代の企業

経営者にとり不可避となっているのであって，業績の測定と評価，あるいは

公表のためのなんらかのワーカブJレな手法の開発が喫緊となっているので

ある o

第 2節社会監査の概念

企業もしくは会社の社会監査 (CorporateSocial Audit)なる問題が，近

年，学界，実業界をはじめ各方面で注目を浴びつつあることは，改めて指摘

をまつまでもない。例えば，学界の場合，経営学の領域においては，企業の

社会的責任をとり上げる論者の多くが社会監査の問題に言及するに至ってい

る2)。会計学の領域でも，伝統的な監査と並んで社会監査が盛んに論じられ

つつある3)。また，実業界においても，社会監査の概念は論議の段階に止ま

らず，試行錯誤的な形での実験段階にあるとはいえ，幾つかの企業において

既に実践への適用の段階へと向いつつあるo 更には，他の社会領域において

も社会監査への関心が高まっており，例えば.投資機関，企業改革連動家，

等もそれぞれの観点から，企業業績の判定への手掛りとして社会監査に関心

を寄せつつあるのである心。

かかる社会監査なる概念は，社会的責任に関して企業業績を測定もしくは

評価する乙とに関連するのであり，本節では社会監査の概念について，並

びに社会的責任指向の企業経営に対するその意義について眺めることにす

る。

( i ) 社会監査の定義

社会監査の概念は，論者によって社会監査の理解をしばしば具にするため

必ずしも明確でない。されば，社会監査について論ずるにあたっては，まず

その定義を示すことが必要である O
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多くの論者が社会監査について論じているが，そこでの社会監査の概念は

多様である。例えば，パウアーらは，監査なる語の厳密でない伎用が会社社

会監査に関する議論を特徴づけていること，監査とはなんらかの外部者によ

る事実性の独立的な証明を意味することを指摘しつつ， 、社会監査グの意味

を「社会的インパクトをもっ会社活動のうちの有意義で限定可能な幾つかの

領域を体系的に見積り報告すること5〉」としてとらえている 6)。

スタイナーは，社会的責任を果すために会社がとるべき行動の lつとして

社会監査を挙げつつ，それは「経済的業績と対比される，会社の社会的業結

の分析および，もしくは評価7〉」を指すこと，しかしながら，社会監査がな

んであるのか，もしくは会社がどのようにしてその実施に着手すべきかにつ

いてはコンセンサスは存在していない乙とを指摘する8)。

更にセティは，企業の社会的責任は多次元的尺度に基づいてのみ定義可能

であると述べた9)あと，社会監査の目的についてつぎのようにいう。 I従っ

て， ミクロ・レベソレでの社会監査の目的は，企業の社会的責任なる広い詰の

すべてもしくは大きな部分を同定可能な構成要素に分解することを助けるこ

と，およびこれらの構成要素の測定を可能にする尺度を開発することであ

る。従って，目標は，社会的責任の種々の要素に相対的なウェイトと侵先順

位を与えることに関して，および業績を監視する責任を負うことに関して，

政治的過程の中で程々の機関とグループを助けることであり，また，かくし

て確立される新しい業績基準にかなうよう，現存のならびに出現しつつある

社会経済機関がその手続と目標を変えることを助けることである 10)0 ) 

以上は，企業社会監査の定義についての論者の見解の一端であるが，これ

らの見解は，社会監査の定義について統一的な見解が必ずしもみられない乙

とを明らかにする一方，社会監査というものが，ひとまず社会的責任に関す

る企業業績についての測定に，ないしは測定と評価にかかわることを示して

いるように思われる。すなわち，それは社会的責任について企業業部-をなん

らかの形で測定する乙と，あるいは測定し評価することを，もしくは，その

ような測定のための，ないしは測定と評価のための方法を総称しているとい

えよう o 評価はその前提としての測定を合むと解するならば，社会監査は，
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「企業の社会的責任関連活動の業績を測定ないしは評価すること，もしくは

そのための方法」として，ひとまず定義しうると思われる O 社会的責任の測

定ないし評価ということに対して社会監査なる語を用いる乙とがノてウアーら

も指摘するように1"監査」の本来の意味にかなうかどうかという問題が存

在するが，いわゆる社会監査の定義としては一応，上のように解する乙とが

適切であろう D

Cii) 社会監査の種類

社会監査なる語は，社会監査活動を行なう乙とといういわば動詞的な意味

に用いられることが多いと思われる O この場合，かかる社会監査の内容は論

者によってさまざまである口社会監査は，その主体， 目的，領域ないし対

象，あるいは方法ないし手法の相違によって幾つかの種類が存在することに

なるのである。以下，この点について順次述べるならば，つぎのようにな

るD

第 1I乙，社会監査はそれを行なう主体がたれであるかによって幾つかの程

類に分かれる O それらは，大きく分けて 2つの範鳴に分類しうるであろう。

すなわち，それは企業自身もしくはその意を受けた関係者によって行なわれ

るそれと，企業外部のグループが独自の観点から企業とは離れて行なうとこ

ろのそれとに分けることができるであろう O なお，前者は企業の自発的意志

によって行なわれる社会監査と，政府の強制の下で行なわれるそれとに分類

しうるが，社会監査概念の提唱者の多くは自発的社会監査を考えているとみ

てよい。

第 2に，社会監査は，その目的によっても分類が可能であるo 企業によっ

て行なわれる社会監査についていえば，諸論者のそれは企業をめぐる諸関係

者に対して社会的責任関連の企業業績を公表ないし開示 Cdisc1osure)する

ことを主たる目的とするものと，どちらかといえば業績の公表よりは社会的

責任指向の経営プロセスあるいは内部管理プロセスの一環として位置づける

ことを目的とするものとに大別しうるであろう 11)。

乙の点に関してより詳しくいうならば，例えば，社会監査概念の先駆的提

唱者であるボーエン12)およびゴイダ 31)は，社会監査についてそれぞれつ
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ぎのように説明する。

すなわち，ボーエンは企業による社会的責任の引き受けをより効果的なら

しめるための，企業の組織と慣行の諸改革を提案している14)。それらは，

取締役会の構成の変更，経営職能への社会的観点の導入，社会監査，経営者

の教育，経営者の政府参加，企業活動についての弘報宣伝，企業の倫理的綱

領の発展，および社会科学の研究への支援である。そして社会監査について

はかれは，価格，賃金，研究・開発，広告， P.R.，人間関係，地域社会関

係，雇用の安定などに関する会社政策に対して外部の専門家が第三者的な公

平な評価を行ない，その結果についての報告を経営者に提出することを提案

する。そして，この報告は経営者のための資料となり，一般には公表されな

いという 15)。

ポーエンに数年遅れてゴイダーもまた，社会監査制度の必要性を指摘して

いる。かれは，その従業員，消費者，地域社会との関係の諸領域で大企業が社

会的責任をどのように果しているかをパブリックに定期的に知らせるような

制度が考えられねばならず，かかる監査制度はさしあたり，企業によって自

主的に受け入れられるべきこと，また，監査は企業あるいは他の団体の指示

する受託者によって遂行されるべきことを提案するのである16)。

以上のようにボーエンとコ、、イダーは企業社会監査が社会的責任に関する企

業業績の測定もしくは評価に係わる乙とでは見解を共通にする一方，その目

的については意見を異にしているo ボーエンにあっては社会監査のいわば内

部管理的用具としての意義が強調されており，ゴイダーにあっては企業業績

の外部公開への社会監査の役割が強調されるのであるo

このように企業による社会監査は，その目的によって 2つの範時に分かれ

るo なお，企業による社会監査のうち，業績の公表よりは経営管理目的のた

めの企業業績の評価を主たる狙いとするような程類のそれは，その具体的な

目標に従って更に幾っかに分類しうるであろう D すなわちそれは，それがな

んらかの外部的な評価基準に従って企業業績の評価を試みようとするもので

ある 17)のか，あるいは，経営管理過程におけるいわゆる統制過程の一環と

して計画の目標値の見地から業績の評価を行ない，管理活動の合理化に貢献
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18) 
しようとするものである のか，更には，企業業績自体の評価というより

は，業積達成のための経営活動のプロセスについてその評価を行なおうとす

るものである19)のかによって，更に分類が可能である口

第 3に社会監査は，企業業績の測定もしくは評価の領域ないし対象をどの

ように解するかの追いによってさまざまなものが存在することになる O 提唱

される社会監査がどのようなインタレスト・グノレープに対する企業責任をと

り上げているのか，あるいは，特定グループに対する責任のうちでも，どの

ような程類のそれをとり上げているのかは，論者によってしばしばかなりに

異なるのである D

第 4，乙，社会監査はそれが業績の測定，評価，あるいは公表をどのような

方法によって行なうかの相違によってさまざまの程類が存在することにな

り，こ乙からまた，幾つかの範時lこ分類しうることになる。企業業績の測定

についていえば，論者の社会監査には社会的責任関連活動の成果を貨幣価値

20) 一
的数値で泌合的に測定しようとするもの も存在すれば，あるいは，成果

21) 
をなんらかの指数で測定しようとするものもある O また，企業業結の外

部公表を意図するような種類の社会監査をとり上げた場合，論者の示す業結

公表の方法は多様であって，ディレイらが社会監査を業績公表の方法におけ
22) 

る相違に従ってつぎの 4つの範時に分類している ことはよく知られてい

る。それらは(1)インベントリイ・アプローチ(乙れは企業による社会的責任

活動についてその項目のみを公表する)， (2)賀用もしくは支出のアプローチ

(これは，社会的責任関連活動についてその項目のみならず項目毎の支出資

用をも公表する)， (3)プログラムド・マネジメント・アプローチ(乙れは，

社会的責任活動についてその項目と支出された賀用に加えて，活動の目標値

の達成の程度を公表する)，および(4)ベネフィットーコスト・アプローチ

(乙れは企業活動が関係者に対してもたらしたベネフィットとコストを対応

表示した計算書を作成する方法である)である o

乙のように，さまざまな社会監査概念が論者によって主張されている O そ

のうちの幾つかについてその内容を示すならば，つぎのようであるo

(a) リノウスの社会経済活動計算書
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社会監査は，企業による社会的責任実践の程度を測定あるいは評価しよう

とする O この場合，社会的責任の見地から企業の業績をどのように測定する

かについてさまざま方法が論者によって提示されている D 捉示される代表的

な方法の 1っとしては，利害関係諸集団への企業による社会的責任実践の程

度を企業がかれらにもたらした便益と犠牲について貨幣価値的見地から総合

的に把握しようとするものを挙げることができるであろう D

現在のところ実践において試みられつつあるこの程の努力の代表的な例と

しては，アプトによって提唱されアプト社において実践されている社会監査

方式23)がよく知られている。それは，企業活動が関係者(スタップ，地域

社会，一般公共)に対してもたらしたベネフィットとコストを貨幣価値的タ

ームで対応表示し，企業の社会的責任関連活動の価値を総合的に測定しよう

とするものであるo アプトと並んで，企業の社会的責任関連活動の結果の総

合的かっ貨幣価値的な把握に関する実践的方法を開発せんと努めている l人

に， リノウスを挙げることができる口ここではかれの捉唱する社会監査方式

を示すことにする。

リノウスは企業活動が関係者に対してもたらすと乙ろの便益 CI改善J) 

と犠牲 CI損失J)を総合的に把握するこの必要性を強調しており，企業

は損益計算書および貸借対照表と並んで社会経済的活動に関する計算書

Csocioeconomic operating statement)をもつべきことを主張する24)。リ

ノウスによるとかかる計算書とは，従業員とパブリックの福祉，製品の安

全，および環境条件といった乙とを改善することを目的として企業が自発的

に行なった支出に関する表であって，それは，経営者，社会学者，会計士，

経済学者，等からなる企業内の学際機関によって準備され，外部の独立的な

学際機関によって監査されるのである25)。

リノウスはこのような社会経済的活動計算書のための基本的ガイドライン

として，つぎの10箇条を挙げる26)。すなわち (1)，社会的便益をもたらす活

動であっても，法もしくは組合との協約によって要おされたものは企業によ

る改善活動に含まれない。 (2)，社会的便益をもたらす活動が法もしくは組合

との協約で要請されているにも拘わらず，無視あるいは延引されているなら



10 経 営 と 経 済

ば，そのような項目に関するコストは当年度の損失として計上される o (3)， 

社会的便益をもたらす活動に時間を費したスタッフへの俸給は，改善に合ま

れる。 (4)，社会機関への現金と製品の配分は，改善に含まれる。 (5)，構内も

しくは製品に安全対策を施すための自発的な経費支出は，改善に含まれる。

(6)，従業員もしくはパブリックの保護のための安全対策を怠ることは，それ

が合理的なコストで導入可能な場合，損失に計上される。 (8)，従業員や地域

住民のための運動場や保育施設の自発的な建設のコスト，およびその運営費

は，改善に含まれる。 (9)，露天掘りの跡地，等に関する景観回復のコスト

も，それが法で要請されたものでない場合，改善に含まれる。 (10)，健康・美

・安全準備の向上のために企業施設に余分に投じられたコストは，改善に含

まれる。

リノウスは，以上のようなガイドラインに基づいて作成さる社会経済的計

算書の具体的フォームを，つぎのように示している27)。

ケミカノレ・プロダ、クツ社の社会経済的活動計算書

(1973年12月31日を期末とする年度)

I 社会的活動一一人間関連

A一一ー改善

1. マイノリティへの企業技術援助プログラム 4，000ドノレ

2. 非常洪水救助活動 3，000 

3. 身障労働者訓練計画 8，000 

4. 経営者の時間一病院管理人として 5，000 

5. マイノリティ雇用プログラムー訓練と回転の 6，000 

超過コスト

6. 従業員の子弟のための保育センター設立と維持

のコスト;自発的に設立

改善の総計

B一一損失を控除

11 ，000 

1. 水力式安全制御システムの設置の延期一一単位当り費用

37，000 

16，000 16，000 
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C一一人間関連活動一年度の純改善 21，000ドノレ

E 社会的活動一環境関連

A一一改善

1. 汚染制御のための水質監視システムの

設置費用 22，000 

2. 企業所有の景観破壊地および堆積廃棄

物の清掃と美化 41，000 

3. 経営者の時間一州の環境保護機関への

無料相談サーヴィス 4，000 

改善の総計 67，000 

B -一一損失を控除

1. 廃液処理施設の延期 60，000 

2. 大気汚染減少のためのより高い煙突の

設置の延期 19，000 

損失の総計 79，000 

C一一環境関連活動一年度の純欠損 (12，000ドJレ)

E 社会的活動一一製品関連

A一一改善

1. 家庭での使用には安全でないと判断さ

れたアルカリ製品の自発的製造中止一

計画された年次純利益 23，000 

2. 政府の製品安全委員会に派遣中の化学

技術者の俸給 21，000 

改善の総計 44，000 

B一一損失を控除

1. 製造時の危険を減少するための工程再

設計のコスト一安全会議により勧告さ

れるも実施を延期 36，000 36，000 
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C一一製品関連活動一年度の純改善 8，000ドノレ

1973年12月31日を期末とする年度の社会経済的改善の総計 17 ，000ドノレ

加算:1973年 1月 1日の社会経済的改善純累積 176，000ドノレ

1973年12月31日現在の純社会経済的改善の総合計 193，000ドノレ

(b) プログラムド・マネジメント・アプローチおよびプロセス監査

上の社会監査は社会的責任に関する企業業績全般の測定に関連するが，論

者によって提唱される社会監査には企業による慈善的寄付活動の如きなんら

かの社会関連活動を対象に，その効果的な内部管理への貢献を狙いとして業

績の測定あるいは評価を行なおうとするものが含まれる D パンク・オブ・ア

メリカの副社長であるパッチャーの提唱するプログラムド・マネジメント・

アプローチ，あるいはパウアーの捉ngするプロセス監査がそれである。

パッチャーが主張する社会監査へのプログラムド・マネジメント・アプロ

ーチ28)では，企業による慈善的寄付活動の如き賀用支出を伴うなんらかの

社会関連活動についてその目椋値と実績を示すことによって，かかる活動を

効率的たらしめることが主たる狙いとされている O かかる方式にあっては

「われわれの特殊な社会指向的プログラムのより良き評価と管理をわれわれ

に可能にするような内部的管理情報システムの展開29〉」が試みられており，

外部報告へのその志義は 2次的重要性をもつにすぎないこと，また，その目

的は，つぎのようなシステム，すなわち， (1)社会的プログラムのための支出

賀用を示すような， (2)プログラムの効率を評価するような， (3)賢明な予算管

理を可能にし投資への社会利益率を改善するようなシステムの展開にある乙
30) 

とを主張している O 具体的にはそれは，社会関連活動，かかる活動への

支出された費用，および活動における目標値の達成状況を示そうとするので

ある O

社会への貢献を指向して企業により行なわれるなんらかの社会サーヴィス

活動は，そのための賀用ないし資金の支出を伴うが，活動が効果的に遂行さ

れ資金が有効に利用されるためには活動の成果を活動への支出:el用の見地か

ら評価することが不可欠である o すなわち，支出の大きさに照応する業績目
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標を明らかにし，実績をかかる目標と対比することによって，活動の評価を

行なうことが必要となる。プログラムド・マネジメント・アプローチは，経

営管理者がこのような評価活動ないし統制活動を行なうことに貢献するので

ある。

と乙ろで，社会サーヴィス活動によってはその効果を明確に測定し難く，

またそれ故に活動の目標値を具体的に設定し難い場合が存在する o このよう

な状況下で企業がその社会関連活動を効果的に遂行することを助けようとす

るものが，パウアーらの主張するプロセス監査である31)。

パウアーらは教育機関への企業寄付支出の社会的効果の測定と評価の場合

にみられるように，企業の社会的活動についてその結果を測定するための，

また結果の是非を評価するための尺度と基準が，しばしば明確でないとす

るo そして，かかる情況ではプロセス監査が適切であるという。すなわち，

殆んどのサーヴィス・プログラムにみられるように業績評価の適切な尺度が

存在しない場合，プログラムの設定の動機ならびにプログラムの芯図と論理

を検討することによって，および寄付金額のようななんらかの中間的尺度を

通じて業積を測定することによって，その評価を行なうことを奨めるのであ

る32)

要するにパウアーらは，究用支出を伴うにも拘わらず活動の目標値を明確

には設定し難いような，また，活動の結果を適切には測定しえないような社

会関連活動の場合には，活動の意図ないし論理が適切ならば賀用支出は正当

化される乙とになり，且つ支出ないし支出行為の程度はそのまま活動の効果

の程度を示すことになるとみるのである O プロセス監査は社会関述活動につ

いてその論理の検討となんらかの間接的尺度による業総測定とを行なうこと

により，活動の効率化と促進に寄与せんとするのであって，それはその志図

の点でプログラムド・マネジメント・アプローチに共通するといえよう o

第 3節社会監査の意義

いわゆる社会監査がなにを怠味するかは，これまでの考察によってかなり

に明らかとなったと思われる。社会的責任に関して企業業績の測定もしくは
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評価を行なうところの社会監査が，企業経営者はむろんのこと，企業の社会

的責任問題に関心を抱くところの外部者にとっても少なからぬ意義をもちう

ることは言をまたないと思われる D

社会的責任指向の経営政策活動は，社会的責任に関する統制活動を含んで

おり，経営者は社会的責任の見地から企業業績を測定し，それを政策目標に

照らして評価することを必要とする D あるいは，将来におけるより適切な経

営政策の策定のためには経営者はまた，社会的責任に関する企業業績を把握

し，それをなんらかの社会的基準に照らして評価せねばならないのである o

更には，企業によるその業績の公表を社会のひとびとが要求しはじめるに伴

い，経営者は，企業活動に対する社会的コンセンサスを得るために，社会的

責任に関する企業業績を自発的に公表することを必要としつつある O 経営者

がこれらの要清に答えていくにあたり社会監査の概念が意義をもちうること

は，いうまでもないであろう O

他方，社会監査の概念はまた，企業の外部のひとびとにとっても意義をも

つであろう o 地域住民，労働組合，政府，等の利害関係者が企業に対してな

んらかの要求を行なう場合，かれらの要求が適正であり且つ企業によって効

果的に受け入れられるためには，それは企業の社会的業績についての客観的

にして適切な分析に基づくものであることを必要とする。そして，社会監査

の概念はこの種の要請にも貢献しうるであろう o

このように社会監査の概念は，もしそれが十分に展開された場合には企業

経営者にとって，ならびに企業外部のひとびとにとって少なからぬ意義をも

ちうることになる D しかしながら，現状では社会監査の概念は未だ検討の余

地を残しているように思われる O

例えば， リノウスによって提示されるところの社会監査方式についていえ

ば，それは従業員，消費者，ならびに地域社会というク守ループに対して企業

がどの程度に責任を履行しているかを示そうとするが，他のグループの場合

についてはとり上げられていない。従業員に対する責任に関しても，雇用あ

るいは賃金をめぐっての責任遂行状況は示されていない。あるいは，この方

式では，企業による責任履行の程度を幾つかの項目について貨幣価値的ター
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ムでとらえ単純にそれらを合計することによって，企業による責任履行の程

度を測定せんとするが，責任項目の聞のウェートを考慮しないこのような合

計値がどこまで意義をもつかも問題となりうるであろう o

このことからも明らかなように，社会監査は必ずしも完成されたものとは

いえないのであり，それが社会的責任に関する企業業績の測定と評価にとり

十分な実践的意義をもちうるためには，そのより一層の理論的拡充と深化が

望まれるのである D
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